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開議 午前９時３２分 

 

○議長（竹谷 勝君） 

  皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１４名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  日程第１「第２５号議案 平成２６年度

豊能町一般会計補正予算の件」を議題とし、

６月９日の議事を続けます。 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  おはようございます。 

  第２５号議案について、先日質疑してお

りませんので、させていただきます。 

  特に期間の延長というところで大きな変

更があったように思いますが、このあたり、

町民に対する、いわゆる、そうすることに

よってよりよくなるところというのはどう

いったところでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  今の御質疑、ときわ台の駅前整備の検討

の業務のことと思いますが、期間が延びる、

確かにこれまで、私、答弁で、ここ一、二

年の間に実現に向けて形にしていきたいと

いうようなことを申し上げておりましたし、

地域公共交通基本構想におきましても短期

の計画という位置づけでやってまいりまし

た。ところが今回お示ししておりますもの

は、今年度検討業務、それから来年、再来

年度に基本設計、また実施設計、その次着

工ということで、平成３０年度着工という

ような計画ということで、今、議員の御指

摘のとおり期間が延期するというような、

延びるというようなことでございます。し

かし、このたびの計画につきましては、新

しい社会資本整備総合交付金のそういうメ

ニューができましたので、それを活用して

いくということによって交付金が確保でき

るというようなことを思っておりますし、

それから、住民や事業者、それから商店街

などを巻き込んだ基本的な考え方、そうい

うものも検討できますので、より充実した

計画、そのようなものができるというよう

な計画面、財政面においてメリットがある

ものというふうに考えておるところでござ

います。よろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  ２回目の質疑をさせていただきます。 

  今、部長から御説明をいただいたところ

は、新しい補助金には、事業者に対しても

補助できるという認識でよかったかと思い

ます。 

  次に、４年という事業に延ばしますと、

期間にしますと、町長、私どもは任期でや

ってます。これを越える事業になってきま

すけれど、町長はそのあたりどのようにお

考えですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  おはようございます。 

  野村議員の質疑についてお答えいたしま

す。 

  確かにこれ、任期越えるというような事

業でございますけれども、これはこれまで

ときわ台駅のバリアフリー、またこのまち

の発展についての計画ということで、ずっ
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と懸案になっていたということがございま

して、これにつきましてはこれから、より

具体化をして進めてまいるということでご

ざいまして、私の任期は越えますけれども、

できる限り頑張りまして、これにつきまし

てはこれまでの懸案ということもございま

すので、早急に進めてまいりたいと。私の

任期越えますが、全力で、これについては

やってまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  今ありましたように、任期を越えるとこ

ろに関しても、進めることによって、住民

のためになるという思いの中でしていただ

くということでよろしいですかね。 

  また、要望書等、これは日付がついて返

ってきております。実際、各事業者がバリ

アフリー、まちの事業にかかわる中で、補

助金等は非常に大事なところであろうかと

思います。一旦町に入ってきた補助金を事

業者にというよりも、その事業そのものに

参画する業者がそれぞれ補助を直接手当を

受けるということはメリットかなと思いま

す。 

  あと、基本計画的には２年が４年に延び

てますが、このあたりは逆に言うと２年に

短縮するような努力も、要は前倒ししてい

く、また補正もかけていくということは、

これ現実的にはできる話ですかね。そのあ

たりについては極力努めていただけますか

ね。そのあたり御答弁いただきたいと思い

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  こちらにつきましては、やはりできる限

り早急には進めてまいりたいと思いますの

で、早く進められるところにつきましては、

当然早く進めてまいりたいと思っておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほか、ございませんか。 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  ときわ台駅前の整備については、従来か

ら述べられておりますし、住民からの要望

がずっと続いているわけなんですけれども、

やっと取りかかれるいう状況になって、交

付金も新たな、率のいい交付金が得られる

いうことについては問題ないと思いますし、

前進していると思うんですけれども、これ

までチラシなどを配布されております。そ

の中で、短期、中期というような表現でさ

れているんですが、今回は４年という期限

がはっきりと述べられておりますけれども、

この辺の整合性についてはどのような対応

をされていくのかお聞きしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  確かにチラシを配布いたしました。それ

は、地域公共交通基本構想の中身をお知ら

せするということでチラシを配布させてい

ただいたところでございます。交通特別委

員会でも申し上げましたが、この地域公共

交通基本構想における、このときわ台バリ

アフリーの位置づけ、これは短期の計画と

いうことですけども、このたびこのような

提案をさせていただいておりますので、そ

のことについてはもう一度、地域公共交通

基本構想の会長さんをはじめ、その中で位

置づけを確定していきたいというふうに思
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っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  地域公共交通会議はことしになって１回

もたれたですかね。今後はいつごろそれを

想定されるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  これも、交通特別委員会でも申し上げま

したけども、このたびのこの構想全体のも

のは、ときわ台のバリアフリーだけではな

くて、駅前、また商店街など、広い範囲の

構想を検討するというようなことでござい

ます。ところが、地域公共交通基本構想は

駅前の、駅のバリアフリーと駅前のターミ

ナル化というようなことでございますので、

そのバリアフリーだけでも切り離して検討

できないかということも関係機関と協議を

してまいりたいというふうに思っていると

ころでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  平成２８年度から取りかかるような計画

で記されておりますけれども、やはり今お

りますこの町議会に関しても、今、先ほど

おっしゃいましたけども、町長の任期に関

しても、やはり今期中にきちっとした方針

と計画が明確にされて進められるような方

向をやっぱり目指さないといけないと思い

ますので、その点きちっとした、時期的な

ことも早く伝えられるように計画を立てて

いっていただきたいと思います。その点、

もう一度御答弁いただいて終わります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  関係機関と協議をした上で、地域公共交

通基本構想の会長さんとも相談をして、そ

のタイミングについては諮ってまいりたい

と、今それを明らかにできるタイミングは

いつかということ、ちょっとお答えできま

せん。申しわけございません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  そのほか、ございませんか。 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  この補正予算の中で、企画費の今出てお

ります地域活性化事業の６０７万3,０００

円ですけども、これは先ほど答弁ありまし

たバリアフリー化ということもありまして、

それは非常に大きな企画になって、非常に

グレードアップしておるんですけども、そ

れは将来いうことでのうて、東ときわ台の

駅前開発ということを最初から、ごめんな

さい、ときわ台の駅前開発を最初から想定

してやったのか、たまたま池田土木に相談

したところ、こういう予算があるよ、それ

に合わせて今回の駅前開発を企画したのか、

その辺まずお答え願いたいと思います。 

  もう一つ業務委託料、これは多分コンサ

ルの金やと思うんですけども、それ以外に

もし何かありましたらお答え願いたいと思

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず、このたびの構想の中身でございま

すけども、これは去年４月から能勢電鉄と

勉強会というような形で、フリートークの

ようなものでございましたが、話し合いを

重ねてまいりました。その中で能勢電鉄と

しては、駅のバリアフリーだけではなくて、
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駅のにぎわい、乗客の増加策、まちの活性

化、このようなものもあわせて行う必要が

あるということを初めからおっしゃってま

して、我々の考え方も一緒でございました

ので、そういう駅の駅舎だけではない、周

りのことも含めた計画というものを持って

おりまして、それを、池田土木をはじめ大

阪府の関係機関に相談をしたところ、この

たびお示しさせていただいているような交

付金がふさわしいのではないかというアド

バイスをいただいて、それに乗ろうという

ことをしておるわけでございます。 

  それから、委託につきましては議員のお

っしゃるとおり、コンサルタントへの業務

委託料でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  今、お聞きしましたら、昨年の４月から

能勢電鉄等々の勉強会でやってきたと。昨

年の４月からそういう話が出てる中で、議

会に全く相談がなかったし、上程もされて

ないし、例えば交通特別委員会は関連した

バリアフリーの案件があって、駅前を何と

かしようという話が出てる中で、全くそう

いう相談もなかったし、何でそれがなかっ

たのか。昨年の４月というのは相当前でし

ょう。全くその色気もなかったということ

で、これはどういうことですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  能勢電鉄の勉強会の中身につきましては、

能勢電鉄の言い分、我々の考え方について、

交通特別委員会ででもここの本会議の一般

質問ででもお答えはしてきたつもりでござ

いますけれども、議会のほうに十分な説明

ができていなかったということについては

おわびを申し上げます。一定の中身の説明

はしてきたつもりでございました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  西岡義克議員。 

○１３番（西岡義克君） 

  今お聞きしますと、昨年の４月からいろ

いろ考えてきたと、同時に、大阪府、池田

土木等の相談の中でやってきたということ

でございますけども、今回のコンサルの費

用ですけども、私はコンサルというのは最

終的に企画ができてからいろいろやっても

らうという部分で、まず一番、町の中、そ

れから住民さんの意識、それから豊能町の

いろいろな条件、それを一番よく知ってる

のは豊能町自身やと思うんです。ですから

行政が、やっぱり十分な分析と、それから

将来的な構想をきちっとまとめてやって初

めて、コンサルに、こういう構想があるん

やけどどうやということが本来の形やと思

います。丸投げのコンサルの委託というの

は無駄な金を使うようなもんなんですけど

も、その辺はきちっと分析、それから将来

的な、全体的な構想ができてからコンサル

に頼んでいるのかどうか、その辺ちょっと

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  このたびお願いしております補正予算は、

全体の構想を練るというか、検討するため

の予算でございます。今のところ何をする

かというのは全然固まっていないというよ

うなところで、そのことについてコンサル

タントを入れて、ともに検討していきたい

ということでございまして、職員が丸投げ

をするというものではございません。意向

調査とか、国、府との調整、それから関係

機関との調整、これらについては当然職員
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がやってまいりますし、問題の分析とか将

来の構想とか、そういうものについても職

員が申し上げると。その中で、コンサルタ

ントはプロの目として、こういうものはど

うかというようなアドバイスもいただけま

すし、各課での分析の仕方、これらについ

てもコンサルタントのほうが当然すぐれて

いるというところでございますので、コン

サルの力をかりて検討して構想を練ってま

いりたいというところでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほか、ございませんか。 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  高橋です。 

  ときわ台駅のバリアフリー化については

４年前から、新バリアフリー新法ができた

時点から、3,０００名だからやりなさいと

いうふうに口酸っぱくして言わせてもらっ

ておったんですけれども、やっとそれから

３年後になって、能勢電鉄と話し合いでき

てるんですけど、その当時、最後に調べた

ときに2,９００人ということで少ない話が

あったんですが、スピード感というのがや

っぱり大事なんですよね。この４年間の計

画という前倒し、例えば一環としての、総

合としての地域開発もあるでしょうけど、

その中の一つとして前倒しでやるという方

向性もあるのではないかと思うんですが、

その点、考えがあったのか、あるのか、御

答弁願います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  先ほど町長も答弁いたしましたが、１年

でも早くできるようには努力してまいりた

いというふうに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  努力するという御返答をいただいたんで

すが、その努力の数字的なものが見えない

から、努力すると言われても、どこまで信

用してもいいものかというの、これはわか

りませんが、例えばあそこの計画の、これ

もらった計画はあるんですが、予算要望に

ついてはもう来年になってますけども、今

年度に予算要望すると。基本設計について

も来年やるというようなことが見えてくれ

ば一番いい、住民の皆さんも安心できて、

ときわ台の駅を利用している方もかなり安

心していけるのではないかと思うんですけ

ども、努力するということなんですけれど

も、前倒しの見える時間というのを示して

いただいたらと思うんですが、この点いか

がでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  交付金を獲得するためには、まず概算要

望といって手を挙げなければいけませんが、

その概算要望のための手を挙げるというこ

とには、今、お願いをしております基本構

想というか、整備の方針、このようなもの

がなければ国に対して手を挙げることが難

しいということでございます。それを今年

度１年かけてつくりまして、来年のちょう

ど今ごろでございますが、概算要望の手を

挙げさせていただいて、採択をされれば次

の年度に交付金がいただけるというような

仕組みとなってございます。基本計画とい

うような、立地適性化計画と、正しく、正

式には言うんですが、その立地適性化計画

についても交付金がいただけるものならば、

それに対しても交付金をいただくというよ

うな計画を持っております。来年から基本
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設計にかかるというようなことになると、

その立地適性化計画をつくるというのが来

年になるんですが、それについては交付金

がいただけないというようなことになると

思うので、交付金をもらうのを諦めてでも

先に基本計画をつくるということをすると

１年前倒しができますが、その辺について

は今後内部でも検討してまいる必要があろ

うというふうに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  今の総務部長のお答えの中で、私ちょっ

とわからなかったところが、その交付金も

らえなくなるという理由がちょっと、私ち

ょっと判断できなかったんですが、もう少

し詳しく、今回、今さっき説明された、交

付金が、この計画どおりいかないともらえ

ないということをお答えになったと思うん

ですが、もう少し詳しくお聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  説明が不十分でございました。概算要望

を手を挙げましたその翌年度に交付金はい

ただけるという仕組みでございます。した

がいまして、今、たった今、概算要望をす

ると来年度に交付金はついてくるわけでご

ざいますけども、今、手を挙げることがで

きないといいますか、整備の基本的な方針

をまだつくっておりませんので、それを今

年度１年間かけてつくらせていただいて、

来年のちょうど今ごろ概算要望をさせてい

ただき、確定要望は秋から冬にかけて、１

１月、１２月にあるわけでございますけれ

ども、来年の１１月ないし１２月ごろに確

定要望させていただいて、再来年度に交付

金をいただくというようなスケジュールに

なるということでございます。 

  交付金の対象は基本設計と実施設計と工

事、この三つが交付金の対象というふうに

聞いておりますが、基本設計を来年度やる

ということになりますと、交付金なしの単

費で基本設計をやりまして、実施設計と工

事に対して交付金をいただくというような

スケジュールになりますが、１年早めるこ

とは可能であるというふうなことでござい

ますので、１年を早めて、基本設計部分に

ついての交付金を諦めるということにする

のか、交付金をいただけるのであれば、お

示しをしておりますスケジュールのまま進

めていくのかということについては内部の

協議が必要であるということを先ほど申し

上げたつもりでございました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほか、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立全員であります。 

  よって、第２５号議案は原案のとおり可

決されました。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  第２５号議案、平成２６年度豊能町一般
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会計補正予算に対する付帯決議を出したい

と思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  賛成者の方は。 

  動議に所定の賛成者がおりますので、動

議が成立をいたしました。 

  この際、暫時休憩をいたします。 

（午前 ９時５６分 休憩） 

（午前１１時２５分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りいたします。 

  ただいま、永並啓議員ほか１名から、第

１４号議会議案、第２５号議案平成２６年

度豊能町一般会計補正予算の件に対する付

帯決議が提出をされました。これを日程に

追加し、追加日程第１として直ちに議題に

したいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。よって、第１４号

議会議案を日程に追加し、追加日程第１と

して直ちに議題とすることに決定しました。 

  追加日程第１「第１４号議会議案 第２

５号議案平成２６年度豊能町一般会計補正

予算の件に対する付帯決議」を議題としま

す。 

  提出者の説明を求めます。 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  ９番・永並啓です。 

  それでは、第１４号議会議案、第２５号

議案平成２６年度豊能町一般会計補正予算

の件に対する付帯決議の提案理由を説明さ

せていただきます。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第

１４条の規定により提出します。 

  平成２６年６月１７日提出。 

  提出者、豊能町議会議員、永並啓。賛同

者、同、岩城重義。 

  提案理由、地域活性化事業（ときわ台駅

周辺等の整備方針等の検討）の業務委託料

を実施することに関して、交付金を活用し

た整備スケジュールを一日も早く整備でき

るよう関係機関と最大限の調整及び協議の

実施を求めるものである。 

  さらにちょっと理由はつけ加えます。も

ともと２年だった計画を４年に延ばすこと

のメリットが具体的に行政から示されてお

りません。行政の答弁では交付金があるか

らという一時的な、財政的な効果しか答え

られません。しかし毎年人口が、４００か

ら５００人が減少している豊能町の現状、

豊能町で最も高い高齢化率とされるときわ

台の現状を考えると、地域活性化、バリア

フリーという問題は、すぐにでも取り組ま

なければいけない問題であります。計画を

２年延ばすことにより、1,０００人の人口

が減少することが予想されます。それによ

り、確実に税収は落ち込んでいきます。そ

うしたデメリットも具体的に試算する、今

後試算していく必要があると考えておりま

す。 

  さらに、行政から全く具体的な計画の青

写真、将来ビジョンが示されておりません。

幾ら案がなくても、方針くらいは示す必要

があります。この計画は新しく新規の住宅

開発ではありません。再開発です。既にそ

この地域に住民が住んでおられます。コミ

ュニティもでき上がっております。ときわ

台が抱える高齢化の問題、そして定住化の

問題をどういうバランスで再開発をしてい

くのかという方向性、方針は示す必要があ

ります。どこを核にするのかによって、参

加する民間企業も変わってきます。行政は

コンサルとともに考えていくと言いますが、

やはりコンサルタントにも得意分野という
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ものがございます。やはり計画があっての

交付金、補助金であります。補助金ありき

の計画ではありません。よって、次の事項

を付帯決議させていただきます。 

  第２５号議案平成２６年度豊能町一般会

計補正予算の件に対する付帯決議。 

  今般の平成２６年度豊能町一般会計補正

予算中の「地域活性化事業（ときわ台駅周

辺等の整備方針等の検討）」の業務委託料

を実施することに関して、以下のとおり付

帯決議する。 

  １．地域公共交通会議や豊能町議会交通

特別委員会で議論してきた豊能町地域公共

交通基本構想の工程概要（案）における交

通結節点整備（ときわ台駅前バリアフリー

及び周辺整備によるターミナル化）の整備

完了時期は平成２８年４月をめどとし、既

に住民に対しても周知しているにもかかわ

らず、補正予算で提案されている「地域活

性化事業（ときわ台駅周辺等の整備方針等

の検討）」の整備着工時期は平成３０年４

月がめどとなり工期的には後退するもので

ある。よって、平成３０年４月着工めどで

あれば、整備の目的である地域活性化の時

期を逸する可能性があるため、１年でも早

い整備に向けて関係機関と最大限の調整及

び協議を進めること。 

  ２．地域活性化に向けて、投資額・投資

時期と効果のバランスに最大限配慮するこ

と。また、国や府のあらゆる補助金制度を

精査し活用すること。 

  以上、付帯決議する。 

  平成２６年６月１７日。豊能町議会。 

  何とぞ賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  小寺です。 

  こちらに、１年でも早い整備に向けて関

係機関と最大、調整、協議を進める、と、

こうありますけれど、その地域活性化とい

うものは一体いかなるものを差しておっし

ゃっているのか、その時期を逸するとはど

のように逸すると考えておられるのか、ち

ょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  時期を逸するというのは、先ほどの提案

理由でも申しましたように、今の豊能町の

現状、人口が毎年４００から５００人が減

少している状況であります。これを２年延

ばすということであれば、約1,０００人の

減少が予想されます。ですので、豊能町と

してはこの人口定住化というものはすぐに

でも、１年でも早く実施しなければいけな

いというのが考えであります。 

  それと済みません、もう１点というのを、

ちょっともう一度質疑をお願いします。 

（発言する者あり） 

○９番（永並 啓君） 

  どのような活性化というのは、これから

多分、行政の答弁でもありましたように、

まだそこら辺が全く具体的に示されており

ません。やはりそれを、ある程度の方向性

というものは、先ほどの提案理由でも言い

ましたように、方向性を示してから、豊能

町のときわ台駅前、豊能町の中心になる部

分ですね。その開発をどういうふうにして

いくのかというものは、ある程度具体案を

示してからコンサルなりに依頼しなければ

いけないと考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  今のお話でいくと、１年でも早いという
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のが逆に遅くなっていくような気がします

けどね、一つはね。地権者がたくさんおら

れる中を活性化していくんですよね、駅前

整備というのはね。そんな簡単にできるも

んじゃないと思うんですけど、簡単にでき

ると思っておられるのかどうかお聞きした

いと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  済みません、簡単にはできないと思って

ます。だから交通特別委員会、地域公共交

通会議のほうで２年をめどに、まずバリア

フリーという問題もありました。ときわ台

駅前の再開発、周辺もありました。ですか

ら、まずはそこの部分というものを含めた

上で計画を見直すということは、先日の交

通特別委員会の副町長の答弁でも、いろい

ろな面から見直していきたいということも

ありましたので、そこら辺を行政にはしっ

かりと取り組んでいただきたいという思い

から、付帯決議として提案させていただき

ました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ですから、個別の最適が全体の最適に合

致してるのかというと、やっぱり全体最適

というのを最優先して考えないといけない

と。だから、バリアフリーというのは個別

の案件になるですよね、この案から言えば

ね。だから、私たちはそれは、１年でも早

くというのは当然できるならやってもらい

たいけど、あくまで理想は現実に従うとい

う言葉がありますよね。できないことを要

求しても仕方ないではないですかね。でき

るという案を具体的に出してきてるんやか

ら、それに対案を出して、このようにした

らできるというふうに示さなければ、逆に

今回この予算が通らないことによって逆に

おくれるということも十分考えられると、

このように思います。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  もうちょっと理解していただきたい。付

帯決議ですから。予算は通しております。

予算は、この事業の必要性は感じてますの

で、いろいろ、同じ会派の野村議員からも

質疑してましたように、いろいろと、もや

もやとしたものはありますが、予算の必要

性は多分全議員理解していると考えておら

れたと思いますので、多分全員賛成で可決

されております。しかしその進める過程に

おいては、やはりこういった問題というの

は交通特別委員会でも今まで検討されてき

たことですので、やはりこういったことは

行政としても真摯に受けとめていただきた

いというのと、もう住民の皆さんには２年

以内にということをチラシでも配布してる

という現状があります。それを今度は、そ

の説明もなしに４年というふうにいきなり

延ばしてしまうことというのは、やはり行

政としてはもうちょっと周知した事実とい

うものを真摯に受けとめる必要があるので

はないかと。それで、絵に描いた餅になら

ないために、本来であればもっと案の段階

で練る必要があると考えてます。その具体

案は今まで以上に提案してまいります。で

も行政からもある一定の具体案というもの、

わかった上でこちらに提示してもらわなけ

ればいけないと、それを今後行政にも検討

していただきたいなという思いから、付帯

決議として提出しておりますので、この予

算が必要ないということでは、一切ありま
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せん。豊能町の現状を考えると、確実に必

要なんです。その実施に当たって精査して

いただきたいという決議内容ですので、何

とぞ賛同のほうよろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほか、ございませんか。 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  １番・野村です。 

  私、先ほど質疑をさせていただいたんで

すが、付帯決議についてはむしろ私の質疑

に沿うところが大変多いと思っております。 

  質疑は、メリットが示されなかったとい

うところですが、私は自分の質疑の中で、

補助が、町行政に入ってきて、それが業者

に分配されるということではなくて、この

補助が直接業者も該当するというふうに聞

いたと思うんですが、そのあたりどのよう

に確認をされたか質疑させていただきます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  確かに、この補助金というのは民間企業

に直接行き渡るというところのメリットあ

ります。しかし、最低限でも行政のプラン、

ときわ台の現状、定住化の現状のバランス

を踏まえた上でのプランぐらいは示してい

かないと、入ってくる、参入していただく

民間企業の方も白紙の状態で入ってくるん

じゃないんですね。既にときわ台というも

のはコミュニティができ上がっております。

開発されて、もう４０年たつわけですから。

そういった中での再開発というものは、あ

る程度の方針を示すというのは、多分、僕

の中では常識だと思います。それに合った

企業を選んでいかないといけないのかなと

いうふうに考えてますので、そういったこ

とは理解しているつもりですが。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  これについては既に予算が通っておりま

す。そして付帯とするところは、さらに、

予算ありきではなく、目的があって、その

ために構築していくと、しかしそのビジョ

ンについてまだ薄いというところでよろし

いでしょうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  はい。おっしゃるとおりであります。や

はり豊能町というのは、どうしても行政の

対応を見ていくと、今回の進め方を見てい

ても、新しい補助金があったからそっちに

無理から計画を乗せているようにしか、余

り感じられないんですね。それは私の感覚

でありますが。やはりその将来ビジョン、

ときわ台をこれからどういうふうにしてい

くかというものを早急につくって、それに

合った交付金をとっていくというものが本

来のあるべき姿だと思いますので、そこに

かける予算が今回の予算だと思ってます。

だからその計画の策定にはかなり慎重に、

それでよりよく精査をしてつくっていただ

きたいという思いから提出させていただい

ていますので、野村議員の言われていると

おりであります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほか、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 
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  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（多数起立１１：２） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立多数であります。 

  よって、第１４号議会議案は、原案のと

おり可決されました。 

  日程第２「第７号議会議案 豊能町農業

委員会委員の推薦について」を議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  ７番・岩城でございます。 

  第７号議会議案、豊能町農業委員会委員

の推薦についてでございます。 

  農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第１２条第２号の規定によ

る議会推薦の豊能町農業委員会委員に下記

の者を推薦する。 

  平成２６年６月１７日提出。 

  提出者、豊能町議会議員、岩城重義。賛

成者、同、高橋充德。 

  記。 

  住所は、大阪府豊能郡豊能町木代９７４

番地。お名前は上西武司さんでございます。

生年月日、昭和２２年１月１１日でござい

ます。 

  御審議いただき御決定いただきますよう、

お願いをいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立全員であります。 

  よって、第７号議会議案は、原案のとお

り推薦することに決定いたしました。 

  日程第３「第８号議会議案 豊能町農業

委員会委員の推薦について」を議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  第８号議会議案、豊能町農業委員会委員

の推薦について。 

  農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第１２条第２号の規定によ

る議会推薦の豊能町農業委員会委員に下記

の者を推薦する。 

  平成２６年６月１７日提出。 

  提出者、豊能町議会議員、川上勲。賛成

者、同、福岡邦彬。 

  推薦する人は、古谷恭子さんです。住所

は、大阪府豊能郡豊能町牧川南１３番地。

生年月日、昭和１９年１１月２９日でござ

います。 

  御賛同のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 
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  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立全員であります。 

  よって、第８号議会議案は、原案のとお

り推薦することに決定いたしました。 

  日程第４「第９号議会議案 豊能町農業

委員会委員の推薦について」を議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  第９号議会議案、豊能町農業委員会委員

の推薦について。 

  農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第１２条第２号の規定によ

る議会推薦の豊能町農業委員会委員に下記

の者を推薦する。 

  平成２６年６月１７日提出。 

  提出者、豊能町議会議員、井川佳子。賛

成者、同、西岡義克。 

  記といたしまして、住所が、大阪府豊能

郡豊能町切畑９０５番地の室木万里子さん

でいらっしゃいます。生年月日は昭和２９

年３月２４日でございます。 

  御審議いただきまして御賛同いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立全員であります。 

  よって、第９号議会議案は、原案のとお

り推薦することに決定いたしました。 

（橋本謙司議員 退席） 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第５「第１０号議会議案 豊能町農

業委員会委員の推薦について」を議題とい

たします。 

  提出者の説明を求めます。 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  それでは、本文を朗読いたしまして提案

にかえさせていただきます。 

  第１０号議会議案、豊能町農業委員会委

員の推薦について。 

  農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）第１２条第２号の規定によ

る議会推薦の豊能町農業委員会委員に下記

の者を推薦する。 

  平成２６年６月１７日提出。 

  提出者、豊能町議会議員、永谷幸弘。賛

成者、同、管野英美子。 

  記。 

  住所、大阪府豊能郡豊能町希望ヶ丘５丁

目３番地の７。氏名、橋本謙司。生年月日、

昭和４７年２月２０日でございます。 

  審議の上御賛同いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 
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  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立全員であります。 

  よって、第１０号議会議案は、原案のと

おり推薦することに決定いたしました。 

（橋本謙司議員 着席） 

○議長（竹谷 勝君） 

  暫時休憩します。 

（午前１１時４９分 休憩） 

（午前１１時５０分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第６「第１１号議会議案 豊能町木

代地内における土砂崩落に対する意見書の

件」を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  川上勲議員。 

○１４番（川上 勲君） 

  第１１号議会議案、豊能町木代地内にお

ける土砂崩落事故に対する意見書の件上記

の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条

の規定により提出する。 

  平成２６年６月１７日提出。 

  提出者、豊能町議会議員、川上勲。賛成

者、同、井川佳子。 

  豊能町木代地内における土砂崩落事故に

対する意見書。 

  平成２６年２月２５日豊能町木代地内で

発生した土砂崩落事故に関しましては、松

井一郎知事を先頭に大阪府として絶大な御

尽力を賜り、まことにありがとうございま

す。 

  豊能町から茨木・箕面方面への迂回路と

なっている府道４３号（豊中亀岡線）では

崩落後交通量が増大し、狭隘部分において

接触事故や脱輪などが多発しております。 

  大阪府におかれましては、土砂等による

埋め立てを規制する条例の制定に向けて取

り組んでいただいております。豊能町でも

条例化に向けて取り組んでいるところです

が、府と町それぞれの条例が補完し合える

よう、願っています。 

  豊能町にこのような残土が大量に持ち込

まれたのは、最終処分地の不足によるもの

と考えられます。したがいまして、残土の

最終処分地を大阪府の責任において確保さ

れることが予防策であると考えられます。 

  府道通行どめに伴う助成において、阪急

バスネオポリス線の助成についてはバスの

定期券等利用者が１日約４００名（往復）

おられ、箕面グリーンロードの通行料金助

成については1,４６５件（平成２６年６月

７日現在）の事前申請がありました。この

助成の給付申請に係る受付・支払い事務に

ついては、膨大な事務量が予想されます。 

  以上のことから、下記の要望をいたしま

す。 

  記。 

  １．豊能町から茨木・箕面方面の迂回路

となっている府道４３号（豊中亀岡線）の

狭隘部分（忍頂寺から千提寺口）に交通整

理員（ガードマン等）を配置すること。 

  ２．土砂等による埋め立てを規制する条

例制定において、大阪府条例と豊能町条例

の整合性を持たせること。 

  ３．残土の最終処分地を大阪府において

確保すること。 

  ４．助成給付に対する事務処理について

金銭的・人的支援等をされたい。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により

意見書を提出する。 

  平成２６年６月１７日。 

  大阪府豊能郡豊能町議会。 

  提出先は大阪府知事でございます。 
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  以上でございますので、御賛同のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立全員であります。 

  よって、第１１号議会議案は、原案のと

おり可決されました。 

  日程第７「第１２号議会議案 ウイルス

性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求

める意見書の件」を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  第１２号議会議案、ウイルス性肝炎患者

に対する医療費助成の拡充を求める意見書

の件。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第

１４条の規定により提出する。 

  平成２６年６月１７日提出。 

  提出者、豊能町議会議員、橋本謙司。賛

成者、同、井川佳子、同、高尾靖子、同、

高橋充德、同、小寺正人、同、西岡義克、

同、管野英美子、同、川上勲、同、福岡邦

彬。 

  意見書の内容を朗読して提案にかえさせ

ていただきます。 

  ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成

の拡充を求める意見書。 

  我が国においてウイルス性肝炎、特にＢ

型・Ｃ型肝炎の患者が合計３５０万人以上

とされるほど蔓延しているのは、国の責め

に帰すべき事由によるものであるというこ

とは、肝炎対策基本法、特定フィブリノゲ

ン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によ

るＣ型肝炎感染被害者を救済するための給

付金の支給に関する特別措置法及び特定Ｂ

型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関

する特別措置法でも確認されているところ

であり、国の法的責任は明確になっている。 

  ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成

は、現在、肝炎治療特別促進事業として実

施されているが、対象となる医療が、Ｂ

型・Ｃ型肝炎ウイルスの減少を目的とした

抗ウイルス療法であるインターフェロン治

療とＢ型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限

定されているため、医療費助成の対象から

外れている患者が相当数にのぼる。特に、

肝硬変・肝がん患者は高額の医療費を負担

せざるを得ないだけでなく、就労不能の方

も多く、生活に困難を来している。 

  また、現在は肝硬変を中心とする肝疾患

も身体障害者福祉法上の障害認定（障害者

手帳）の対象とされているものの、医学上

の認定基準が極めて厳しいため、亡くなる

直前でなければ認定されないといった実態

が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患

者に対する生活支援の実効性を発揮してい

ないとの指摘がなされているところである。 

  他方、平成２３年１２月に特定Ｂ型肝炎

ウイルス感染者給付金等の支給に関する特

別措置法が制定された際には、「とりわけ

肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助

成を含む支援のあり方について検討を進め

ること」との付帯決議がなされた。しかし、

国においては、肝硬変・肝がん患者に対す

る医療費助成を含む生活支援について、何
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ら新たな具体的措置を講じていない。肝硬

変・肝がん患者は、毎日１２０人以上の方

が亡くなっており、医療費助成を含む生活

支援の実現は、一刻の猶予もない課題であ

る。よって、国においては、下記事項を実

現するよう強く求める。 

  記。 

  １ ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医

療費助成制度を創設すること。 

  ２ 身体障害者福祉法上の肝機能障害に

よる身体障害者手帳の認定基準を緩和し、

患者の実態に応じた認定制度にすること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により

意見書を提出する。 

  平成２６年６月１７日。 

  大阪府豊能郡豊能町議会。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣

総理大臣、厚生労働大臣。 

  以上です。御賛同賜り御決定賜りますよ

う、よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立全員であります。 

  よって、第１２号議会議案は、原案のと

おり可決されました。 

  日程第８「第１３号議会議案 「手話言

語法」制定を求める意見書の件」を議題と

いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  第１３号議会議案、「手話言語法」制定

を求める意見書の件。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第

１４条の規定により提出する。 

  平成２６年６月１７日提出。 

  提出者、豊能町議会議員、橋本謙司。賛

成者、同、井川佳子、同、高尾靖子、同、

高橋充德、同、小寺正人、同、西岡義克、

同、管野英美子、同、川上勲、同、福岡邦

彬。 

  意見書を朗読して提案とかえさせていた

だきます。 

  「手話言語法」制定を求める意見書。 

  手話とは、日本語を音声ではなく手や指、

体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙

や文法体系を持つ言語である。手話を使う

聾者にとって、聞こえる人たちの音声言語

と同様に、大切な情報獲得とコミュニケー

ションの手段として大切に守られてきた。 

  しかしながら、聾学校では手話は禁止さ

れ、社会では手話を使うことで差別されて

きた長い歴史があった。 

  平成１８年１２月に採択された国連の障

害者権利条約には、「手話は言語」である

ことが明記されている。 

  障害者権利条約の批准に向けて日本政府

は国内法の整備を進め、平成２３年８月に

成立した「改正障害者基本法」では「全て

障害者は、可能な限り、言語（手話を含

む。）その他の意思疎通のための手段につ

いての選択の機会が確保される」と定めら

れた。 

  また、同法第２２条では国・地方公共団

体に対して情報保障施策を義務づけており、

手話が音声言語と対等な言語であることを
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広く国民に広め、聞こえない子どもが手話

を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使

え、さらには手話を言語として普及、研究

することのできる環境整備に向けた法整備

を国として実現することが必要であると考

える。よって、国においては、下記事項を

実現するよう強く求める。 

  記。 

  手話が音声言語と対等な言語であること

を広く国民に広め、聞こえない子どもが手

話を身につけ、手話で学べ、自由に手話を

使え、さらには手話を言語として普及、研

究することのできる環境整備を目的とした

「手話言語法（仮称）」を制定すること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により

意見書を提出する。 

  平成２６年６月１７日。 

  大阪府豊能郡豊能町議会。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣

総理大臣、厚生労働大臣。 

  以上です。御賛同賜り御決定いただきま

すよう、よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立全員であります。 

  よって、第１３号議会議案は、原案のと

おり可決されました。 

  日程第９「福祉教育消防常任委員会の閉

会中の所管事務調査について」を議題とい

たします。 

  本件につきましては、会議規則第７３条

の規定により、閉会中の所管事務調査とい

たしたい旨、福祉教育消防常任委員会委員

長より申し出がありました。 

  よって、申し出のとおり、これを許可い

たしたいと存じますが、これに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、閉会中の所管事務調査は、委員

長の申し出のとおり許可することに決定い

たしました。 

  お諮りいたします。 

  議会運営委員会、広報特別委員会、交通

特別委員会及び環境問題特別委員会より閉

会中の審査申し出があります。これに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  よって閉会中の審査を許可いたします。 

  以上で、本定例会に付された事件は、全

て終了いたしました。 

  ここで、議長のほうから、本会議場での

口頭注意について申し上げます。 

  ただいまより、日本維新の会、野村剛志

議員に口頭により厳重注意を行います。 

  平成２６年第２回議会定例会の６月１１

日水曜日、議会本会議において、日本維新

の会、野村剛志議員は、豊能町議会会議規

則第２条に基づく欠席届を出さずに遅刻し

たことにより、議会の秩序を大きく乱しま

した。１１時に出席でした。そして、この

遅刻により野村議員は、一般質問するため

に事前通告をしていたにもかかわらず、豊
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能町議会会議規則第６１条の規定により、

一般質問の通告は効力を失い、一般質問が

できなくなったことは、議員として町民の

信頼と期待を裏切ることであります。野村

剛志議員の今回の行為は、議員の責務を放

棄、議会軽視、豊能町議会の権威を失墜さ

せる行為であり、その責任は重大です。 

  今後このようなことがないよう、日本維

新の会、野村剛志議員に厳しく反省を求め

ます。 

  なお、会派、日本維新の会として、次回

９月定例議会の一般質問を自粛するとの申

し入れがありましたので、申し添えておき

ます。 

  以上、平成２６年６月１７日、豊能町議

会議長、竹谷勝。 

  以上です。 

  よって、会議規則第７条の規定により本

日で閉会したいと思います。これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本定例会は、本日で閉会する 

ことに決定いたしました。 

  これで、本日の会議を閉じます。 

  本定例会の閉会に当たり、町長から御挨

拶がございます。 

  田中龍一町長。 

○町長（田中龍一君） 

  平成２６年第２回豊能町議会定例会閉会

に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。 

  議員の皆様におかれましては、去る６月

９日から本日まで１０日間にわたり、お疲

れさまでした。この間、皆さんから一般質

問などで多くの御意見、御提案をいただき

ましてありがとうございました。できるも

のにつきましては今後慎重に取り扱ってま

いりたいと考えております。 

  また、我々が御提案させていただきまし

た議案につきまして慎重に御審議いただき、

全て御承認賜り、まことにありがとうござ

いました。 

  また、先ほど、ときわ台駅周辺の整備方

針等の検討業務委託料について付帯決議を

いただきました。この付帯決議を踏まえ、

進めてまいりたいと思っております。 

  さて、本日の天候は曇りでございますけ

れどもこれから本格的な梅雨シーズンにな

ることでしょう。議員の皆様におかれまし

てもお体御自愛いただきますことをお願い

申し上げまして、簡単ではございますけれ

ども閉会の挨拶とさせていただきます。 

  皆様、お疲れさまでした。ありがとうご

ざいました。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これをもって平成２６年第２回豊能町議

会定例会を閉会いたします。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

閉会 午後０時１０分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

第２５号議案 平成２６年度豊能町一般会計補正予算の件 

第 ７号議会議案 豊能町農業委員会委員の推薦について 

第 ８号議会議案 豊能町農業委員会委員の推薦について 

第 ９号議会議案 豊能町農業委員会委員の推薦について 

第１０号議会議案 豊能町農業委員会委員の推薦について 

第１１号議会議案 豊能町木代地内における土砂崩落に対する意見書の件 

第１２号議会議案 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求め 

         る意見書の件 

第１３号議会議案 「手話言語法」制定を求める意見書の件 

福祉教育消防常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

第１４号議会議案 第２５号議案平成２６年度豊能町一般会計補正予算の 

         件に対する付帯決議 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員       ９番 
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